
　

定
期
健
康
診
断
な
ど
を
受
け
て
い
る

人
を
対
象
に
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
税
制
が
創
設
さ
れ
、
年
間
１
万
２
，

０
０
０
円
を
超
え
る
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ

医
薬
品
を
本
人
お
よ
び
生
計
同
一
の
親

族
の
た
め
に
購
入
し
た
場
合
、
超
過
分

の
金
額
が
申
告
に
よ
り
所
得
控
除
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
上
限
額
は
８

万
８
，
０
０
０
円
）
。

　

な
お
、
同
制
度
は
医
療
費
控
除
の
特

例
で
あ
り
、
従
来
の
医
療
費
控
除
と
選

択
適
用
と
な
る
た
め
併
用
は
で
き
ま
せ

ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
と
は
…　
　

　

医
師
の
処
方
が
必
要
で
あ
っ
た
医
療

用
医
薬
品
か
ら
薬
局
な
ど
で
購
入
で
き

る
一
般
用
医
薬
品
へ
転
用
（
ス
イ
ッ

チ
）
さ
れ
た
市
販
薬
で
厚
生
労
働
省
が

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
対
象

医
薬
品
と
し
て
認
定
し
て
い
る
も
の
。

　

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
を
購
入
し

た
場
合
は
、
領
収
書
に
そ
の
旨
が
記
載

さ
れ
ま
す
。

　

市
役
所
で
の
市
・
府
民
税
、
所
得
税
の
申
告
受
け
付

け
が
始
ま
り
ま
す
。
会
場
や
日
程
は
左
表
の
と
お
り
。

　

所
得
税
は
、
２
月
７
日
㈬
～
14
日
㈬
（
土
・
日
、
祝

日
は
除
く
）
に
受
け
付
け
。
７
日
㈬
～
９
日
㈮
の
み
税

理
士
に
よ
る
申
告
相
談
を
実
施
。
13
日
㈫
・
14
日
㈬
は

給
与
所
得
者
や
年
金
受
給
者
の
還
付
申
告
相
談
の
み
を

受
け
付
け
ま
す
。
時
間
は
９
時
30
分
～
12
時
と
13
時
～

16
時
。

　

市
・
府
民
税
は
、
２
月
７
日
㈬
～
３
月
15
日
㈭
に
受

け
付
け
（
土
・
日
、
祝
日
は
除
く
）
。
時
間
は
９
時
～

16
時
。
西
支
所
で
は
、
２
月
16
日
㈮
か
ら
市
・
府
民
税

の
み
受
け
付
け
ま
す
（
次
㌻
表
参
照
）
。

市
・
府
民
税
申
告
書
の
送
付

　

昨
年
、
市
・
府
民
税
の
申
告
を
提
出
し
た
人
に
は
申

告
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
届
か
な
い
人
や
新
た
に
申

告
が
必
要
と
な
っ
た
人
は
税
務
課
へ
連
絡
を
。

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

　

公
的
年
金
の
収
入
金
額
が
年
間
４
０
０
万
円
以
下

で
、
そ
の
他
の
所
得
が
年
間
20
万
円
以
下
の
人
は
、
所

得
税
の
確
定
申
告
は
不
要
で
す
（
源
泉
徴
収
さ
れ
な
い

外
国
年
金
な
ど
の
受
給
者
や
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る

場
合
は
確
定
申
告
が
必
要
）
。

　

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
人
は
「
市
・
府
民
税
申
告

書
」
を
市
役
所
へ
提
出
す
る
と
市
・
府
民
税
が
減
額
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
控
除
の
申
告
漏
れ
が
な
い
よ

う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
所
得
・
控
除
の
状
況
に
よ
っ
て
、
控
除
を
申

告
さ
れ
て
も
税
額
が
変
わ
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

︽
市
・
府
民
税
が
減
額
に
な
る
人
︾

　

❖
市
・
府
民
税
が
課
税
に
な
る
人
で
、
年
金
の
源

　

泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
社
会
保
険
料

　

控
除
（
納
付
書
・
口
座
振
替
で
支
払
っ
た
国
民

　

健
康
保
険
料
な
ど
）
、
医
療
費
控
除
、
扶
養
控

　

除
な
ど
各
種
控
除
の
追
加
・
変
更
の
あ
る
人

市
・
府
民
税
申
告
書
へ
の
個
人
番
号
︵
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
︶
の
記
載

　

市
・
府
民
税
の
申
告
に
は
、
申
告
者
お
よ
び
被
扶
養

者
の
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
の
記
入
が
必
要
で

す
。

　

ま
た
、
個
人
番
号
を
記
載
し
た
申
告
書
を
提
出
す
る

場
合
、
申
告
者
の
本
人
確
認
と
番
号
確
認
が
で
き
る
書

類
の
提
示
か
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

▼
詳
し
く
は
、
税
務
課
（
☎
66
・
１
０
２
６
）
へ
。

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
適

用
要
件

　

対
象
は
健
康
の
増
進
や
疾
病
予
防
の

た
め
、
次
の
取
り
組
み
を
さ
れ
た
人
で

す
。
申
告
す
る
年
分
に
こ
れ
ら
を
行
っ

た
こ
と
が
分
か
る
書
類
（
領
収
書
や
結

果
通
知
書
な
ど
）
を
添
付
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

❖
予
防
接
種
（
定
期
接
種
、
イ
ン
フ
ル

　

エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接
種
）

❖
市
町
村
が
実
施
す
る
が
ん
検
診
、
健

　

康
診
査

❖
勤
務
先
で
実
施
す
る
定
期
健
康
診
断

❖
特
定
健
康
診
査
、
特
定
保
健
指
導

❖
健
康
保
険
組
合
な
ど
が
実
施
す
る
人

　

間
ド
ッ
ク
、
各
種
健
診
（
検
診
）

▪
医
療
費
控
除
申
告
時
に
領
収

書
の
提
出
が
不
要
に

　

医
療
費
控
除
・
医
療
費
控
除
の
特
例

（
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
）

の
い
ず
れ
か
の
適
用
を
受
け
る
人
は
、

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
か
「
セ
ル

フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明
細

書
」
を
添
付
す
る
こ
と
と
な
り
、
領
収

書
の
提
出
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
領
収
書
は
内
容
確
認
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
自
宅

で
５
年
間
保
存
し
て
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

▼
詳
し
く
は
税
務
課
（
☎
66
・
１
０
２

６
）
へ
。

▪
医
療
費
控
除
が
変
更

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
︵
医
療
費
控
除
の
特

例
︶
の
創
設

市
役
所
で
の

　
　

申
告
受
け
付
け

償却資産申告書の提出を舞鶴税務署からのお知らせ

　固定資産税は、土地や家屋のほかに償
却資産（事業用資産）も課税の対象で
す。償却資産を所有されている人は毎年
１月１日の状況を申告しなければなりま
せん。
　まだ申告していない人は早めに税務課
へ申告をお願いします。

▶詳しくは、税務課（☎66・1027）へ。

所得税・消費税の申告受け付け

　所得税・消費税の申告は税務署へ。申告受け付
けの日程は上表でご確認ください。

国税電子申告・納税システム「e-TAX」か国税庁

ホームページ「確定申告作成コーナー」のご利用を

「e
イータックス

-TAX」か国税庁ホームページ「確定申告作成
コーナー」を利用すれば、画面案内に従って金額
などを入力するだけで税額などが
自動計算され、所得税申告書を作
成できます。
　ぜひご利用ください。

▶詳しくは、舞鶴税務署（☎75・0801）へ。

税
の
申
告
受
け
付
け
が

始
ま
り
ま
す

税の申告受け付け
２月７日

から
【申告受け付けの日程】※申告の相談・受け付けは●印のついているところで実施。

受付会場 舞鶴税務署 市役所本庁（6F大会議室） 市役所本庁（1F税務課） 市役所西支所

受付時間 ９時～16時  【市・府民税】 ９時～16時
 【所得税】 ９時30分～12時、13時～16時 ９時～ 16時 ９時～16時

受付申告書 所得税 所得税 市・府民税 市・府民税 市・府民税

2/7 水 ● ●
2/8 木 ● ●
2/9 金 ● ●
2/13 火 ● ●
2/14 水 ● ●
2/15 木 ●
2/16 金 ● ● ●
2/19 月 ● ● ●
2/20 火 ● ● ●
2/21 水 ● ● ●
2/22 木 ● ● ●
2/23 金 ● ● ●
2/26 月 ● ● ●
2/27 火 ● ● ●
2/28 水 ● ● ●
3/1 木 ● ● ●
3/2 金 ● ● ●
3/5 月 ● ● ●
3/6 火 ● ● ●
3/7 水 ● ● ●
3/8 木 ● ● ●
3/9 金 ● ● ●
3/12 月 ● ● ●
3/13 火 ● ● ●
3/14 水 ● ● ●
3/15 木 ● ● ●

所得税の申告は税務署で

所得税の申告受付は舞鶴税務署
です。お間違えのないようお願い
します。

市役所では２月７日㈬～ 14 ㈬
のみ本庁６階大会議室で所得税を
受け付けます。

}※①

※①税理士による相談と
　申告の受け付けを実施

}※②

※②還付申告のみ

主な
改正点
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